
（別添） 

〇建設業法等の改正の概要資料 

〇建設業法施行令の一部を改正する政令（新旧対照表） 

〇建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令（官報） 

〇建設業法第２６条の４第１項に規定する監理技術者を補佐する者として、建設工

事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件を定める告示等（官報） 

〇建設業許可事務ガイドライン（本文） 

〇建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準（本文） 

〇建設業法令遵守ガイドライン‐元請負人と下請負人の関係に係る留意点‐（本文） 

〇発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（本文） 

〇監理技術者制度運用マニュアル（本文） 

建築業法施行令の一部を改正する政令等の
改正に係る概要資料等はこちら
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